
コンビニエンスストアなどでの
証明書交付休止のお知らせ

「あびら起業家カレッジ」プレゼンテーション
開催のお知らせ

人権擁護委員のご紹介

ふるさと納税（10月実績）

　安平町は、たくさんの方に
応援していただいています。

　　　　寄付件数　771件
　　　　金　　額　11,425,000円

　町の住民記録システムのメンテナンスのため、下記期間中はコンビニエンスストアなどでの「住
民票の写し」「印鑑登録証明書」の交付を休止します。
　ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

休止期間　12月21日㈰　23時 ～ 27日㈯　６時30分
問 合 せ　税務住民課戸籍グループ　☎ ㉒ 2940

安平町商工会からのお知らせ
安平町地域活性化商品券（プレミアム付き商品券）

の使用期限が近づいています

　安平町地域活性化商品券（プレミアム付き商品券）の使用期限
は令和８年１月14日㈬までとなっています。使用期限を過ぎた
商品券は使用できなくなります。
　どこかにしまい込んでいる場合などがありますので、使い忘れ
のないようご注意ください。

問合せ　安平町商工会　☎ ㉒ 2789（早来本所）

　新しい事業創出に挑戦する方の育成やサポートを目的とした「あびら起業家カレッジ」。最終プ
レゼンで採択された方は、地域おこし協力隊として事業を実践していただきます。当日は観覧自由
ですので、ぜひ会場へお越しください。

日　時　12月13日㈯　10時～　　　　　場　所　早来学園　まなびお
問合せ　政策推進課政策推進グループ　☎ ㉒ 2751

　10月１日付で、法務大臣より佐々木 学嗣さんと櫻井 尚見さんの２名が人権擁護委員として委嘱
されましたので、お知らせします。
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